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救急告示医療機関認定基準（二次）の改正について 

 

 

日頃から、本府健康医療行政の推進に御協力をいただき、お礼申し上げます。 

さて、標記について令和５年８月 17 日開催の大阪府救急医療対策審議会での審議結果を踏

まえ、下記のとおり認定基準を改正しましたのでお知らせします。 

なお、改正後の認定基準については、令和７年度より適用されることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 改正の概要 

（１）認定基準のうち、受入実績の項目について、３ヶ月間の実績が評価対象であったもの

を１年間での実績を評価対象とする。 

 

（２）評価基準Ⅱについて、前回の認定が評価基準Ⅱによる場合は、これを適用しない。 

 

２ 新旧対照表 

別紙１のとおり 

※評価方法など改正内容の詳細については別紙２をご覧ください 

以上 
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